
令和元年度第１回川崎市住居表示懇談会 

次  第 

日時 令和元年７月２５日（木）午後３時３０分

場所 第４庁舎第４会議室

１ 開 会

主催者あいさつ

２ 議 題

(１) 岡上地区の住居表示について

(２) 岡上地区の地名について

(３） その他 

３ 閉 会 

【次回】令和元年度第２回住居表示懇談会開催予定日 

日時：令和２（２０２０）年２月２０日（木）午後３時～ 

   場所：未定（別途お知らせいたします。） 

【配付資料】

【資料１】岡上地区について

  【資料２】岡上地区の地名について

【参考資料】境町の町名変更について



（五十音順）

所属

小田 富英 様

菊地 恒雄 様

野副 明治 様

廣瀬 豊 様

藤沼 正彦 様

吉田 ゆり子 様

令和元年度第１回住居表示懇談会委員（全６名）

氏名

東京外国語大学大学院 総合国際学研究院

横浜地方法務局 川崎支局

日本郵便株式会社 川崎港郵便局

日本地名研究所

川崎地名研究会

ヨシダ ユリコ

フジヌマ マサヒコ

ノゾエ アキハル

オダ トミヒデ

キクチ ツネオ

ヒロセ ユタカ
神奈川県警察 川崎市警察部



資料１ 岡上地区について 

□市街化区域 

市街化区域とは、都市計画法に基づき「既に市街地（既成市街地※）を形成している区域及び概

ね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされる都市計画区域における区域区

分（線引き）のひとつ。この区域では、都市施設の整備や市街地開発事業等の面的な整備を行うこ

とにより、計画的に市街化が推進される。 

 【既成市街地(※)の区域】（都市計画法施行規則第8条）  

・50ha以下のおおむね整形の土地で、人口密度が40人/ha以上で連担し、当該区域の 

人口が3,000人以上の地区  

・上記の区域に接続し、50ha 以下のおおむね整形の区域において建築物の敷地等が 

1/3 以上の地区 

□市街化調整区域 

市街化調整区域は、都市計画法に基づき「市街化を抑制するべき区域」として指定される都市計画区域に

おける区域区分（線引き）のひとつ。主に優良な農地や、優れた自然環境を有する区域として保全すべき区

域について市街化を抑制すべき区域として指定を行うとされる。この区域では開発行為は原則として認め

られず、都市施設の整備も行われない。 

 ただし、公的な施設や日常生活に必要な店舗、一定規模までの農林水産業に関する施設などは許可を得れ

ば建築が可能な区域である。 

【都市計画基準】（都市計画法施行令第8条）  

・当該市街化区域における市街化の動向並びに鉄道、道路、河川及び用排水施設の整備の 

見通し等を勘案して市街化することが不適当な土地の区域 

・溢水、堪水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域 

・優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域 

・優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等 

のため保全すべき土地の区域 

□市街化区域と市街化調整区域（区域区分制度）を設けた趣旨 

昭和３０年代後半から４０年代にかけての高度経済成長の過程で、都市への急速な人口や諸機能

の集中が進み、必要な公共施設整備を伴わないまま、市街地の無秩序なスプロール化が進む等の都

市 問題が深刻化した。 

このため、昭和４３年に新都市計画法の制定において、区域区分制度を創設し、一体の都市とし

て総合的に整備、開発、保全すべき区域を都市計画区域として指定し、当該区域の無秩序な市街化

の防止と計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域とに区分したものである。 

横浜市

市街化調整区域



２ 住宅地区（市街化区域） 

３ 岡上小学校、住宅（市街化調整区域） ４ 幹線道路（左：市街化区域、 

右：市街化調整区域） 

５ 住宅地区（市街化区域） ６ 左：市街化区域、右：市街化調整区域 

１ 鶴見川（左：岡上地区、右：町田市） ７ 市街化調整区域の農地 ８ 市街化調整区域の農地 

９ 幹線道路（左：市街化調整区域、 

       右：市街化区域） 

１０ 県道真光寺長津田線 

１１ 住宅地区（市街化区域） １２ 岡上営農団地（市街化調整区域） 







2019/6/16（日）

参考資料　境町の町名変更について



2019/6/28(金)


